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2事務局の職制及び権限に関する規程の変更案のポイント ２

 本機関の業務は、年々拡大、複雑化しており、管理職の業務遂行にあたっても、高い調整
能力や業務マネジメント能力が求められる一方で、高度な需給管理やシステム管理運用な
ど、高い専門性が求められるスタッフ的業務も存在する。

 上記に対応するには、多様な人材の確保および人材育成の強化が必要であり、そのために
も多様なキャリアパスを用意することが必要である。

 キャリアパスの多様化に対応するために、新たな職位の新設等を行うとともに、あわせて、
一般職員に主任を新設するなど、一部職位の整理を行う。

＜変更内容＞
事務局組織に設置する職位に関する事項の整理
 【別表１「事務局に置く職位」】
・部室等に共通して必要なとき置く職位として、参事、スペシャリスト及び主任を追加
・スペシャリストの新設に伴い、専門スタッフを廃止

 【別表２「各職位の基本的な職務」】
・参事、スペシャリスト及び主任の職務を規定



3事務局に置く職位と新設する職位の基本的な職務
１．事務局に置く職位

２．新設する各職位の基本的な職務
参事
・役員、部⾧等の命を受け、特別の業務に係る企画、立案、業務遂行等に参画する。
・職員に対し、自らの知見に基づいて、業務遂行の具体的な方法、手順等に関する助言及び指導を行う。
スペシャリスト
・直属の上司である職位の命を受け、自己の持つ特定分野の高い専門知識を最大限活用し、
担当業務を計画的かつ的確に遂行するとともに、所属する部等の職員に対する指導を行う。

主任
・直属の上司である職位を補佐するとともに、専門的見地から適時適切に意見具申又は提案を行う。
・予め直属の上司である職位の命を受け、所属する部等の職務の一部を管理するとともに、配下の職員
に対する指導を行う。

設置対象 置く職位* 必要なとき置く職位**

部 部長 担当部長、副部長、マネージャー、
副マネージャー

室 室長 マネージャー、副室長

室 室長 マネージャー、副室長

容量市場センター 所長 副所長、マネージャー、
副マネージャー

広域運用センター 所長 副所長、当直長、副当直長

共通 ― 参与、参事（新設）、シニアスタッフ、スペシャリスト
（新設）、主任（新設）、専門スタッフ（廃止）
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